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条 例

○ 沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を

…………………………………………………………………………………改正する条例（議会事務局議事課） １

公布された条例のあらまし

○ 沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例（条例第53号）

１ 選挙区のうち、沖縄市から選出すべき議員の数について「４人」を「５人」に改め、南城市から選出すべき議

員の数について「２人」を「１人」に改めることとした。（第２条関係）

２ この条例は、次の一般選挙から施行することとした。（附則）

条 例

沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成19年10月19日

沖縄県知事 仲 井 眞 弘 多

沖縄県条例第53号

沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべ

き議員の数に関する条例の一部を改正する条例

沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する

条例（平成15年沖縄県条例第37号）の一部を次のように改正する。

第２条の表沖縄市の項中「４人」を「５人」に改め、同表南城市の項中「２人」を「１

人」に改める。

19 10 19 金曜日 （号外第38号）



附 則

この条例は、次の一般選挙から施行する。

２

19 10 19 金曜日 （号外第38号）


